
復職予定で兄弟姉妹を同時に申込みを行う場合の確認事項 

兄弟申込み区分について 

申 込 み 方 法 回答  

１．同時に同じ保育園の入園のみを希望する。 □ ⇒①へ進む 

２．同時に入園できれば別々の保育園でも入園を希望する。 □ ⇒①へ進む 

３．1人だけでも入園を希望する。 □ ⇒②へ進む 

 

① 「同時に同じ保育園の入園のみを希望する」、「同時に入園できれば別々の保育園でも入園を

希望する」場合の確認事項。 
確 認 事 項 確認 

兄弟が同時に入園できた場合は、入園月の翌月 10日までに復職をしていただきます。

また、復職を確認するために、「復職証明書」が提出必要です。 
□ 

別園で入園が決定し、兄弟を同じ園への変更を希望する場合は、入園状況が厳しいため、

ご期待に添えないことが多くなっておりますので、ご承知おきください。 
□ 

「兄弟申込み区分」の変更があった場合には、再度確認書を提出します。 □ 

 

② 1 人だけでも入園を希望する場合の確認事項 
○順番はどうされますか？ （□上の子から ・ □下の子から ・ □入れる子から） 

○上の子のみが入園できた場合の確認事項 

 入園月の翌月の 10日までに、育児休業から復職されますか？（□はい・□いいえ） 

 ・「はい」を選択した場合  

確 認 事 項 確認 

入園できなかった乳幼児を簡易保育園等に預けて復職をします。 □ 

・「いいえ」を選択した場合  

確 認 事 項 確認 

復職による加点はしません。就労内定での利用調整となります。 □ 

 

○下の子のみが入園できた場合の確認事項 

確 認 事 項 確認 

入園できなかった乳幼児を簡易保育園等に預けて復職をします。 □ 

 

※１人だけでも入園希望を選択される場合は、細心の確認をお願いします。入園できないお子様がいらっしゃっても、

就労要件を満たしていただくことになり、復職についても入園月の翌月の 10 日までに行っていいただきます。 

以上確認しました。 
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